
平成２４年４月吉日

株式会社 日本住宅保証検査機構

（※送付する資料には、支店及び電話番号を記載しています。）

５．注意事項  ： ２社以上の保険法人に保険を申し込んでいる場合は、それぞれの保険法人から調査が

１．調査内容 ：　同封の調査票２枚をご覧ください。

２．調査時点 ：　平成２４年４月３０日現在

                  （全国の集計を、時期を合わせて行うため、『４月３０日時点での見通し』

                 されます。

                 お手数ですが、エコポイントの申請状況は、瑕疵保険を申し込んだ保険法人ごとに、

                 その戸数をご回答いただきますよう､お願い申し上げます。

                    に基づきご回答ください。)

  なお、この調査は共同住宅に関する住宅エコポイントの所要額を把握するためのものであり、確実な

ポイントの発行のためには事業者の皆様方のご協力が必要不可欠と国土交通省から聞いておりますので、

出来る限り正確にお答えいただきますようお願いいたします。

記

３．〆切り   ：　平成２４年４月１６日（月）

４．提出先   ：  調査票２枚をメールもしくはＦＡＸにてご提出ください。

 株式会社 日本住宅保証検査機構     各担当支店

  さて、平成２４年３月１６日付で国土交通省住宅生産課から弊社に対して、「住宅エコポイントの対象

となる新築共同住宅の戸数等に関する調査」の実施依頼がありました。

  ご承知の通り、住宅エコポイントにつきましては、平成２１年１２月８日から平成２３年７月３１日

までに着工したものがポイント発行の対象となっています。このうち、工期の長い新築・共同住宅につ

ついて、将来的な予算の所要額を把握するために、この調査を行うこととなったものと聞いております。

  つきましては、下記のとおり、調査票にご回答をいただきたく存じます。ご多忙のところたいへん

恐縮ですが、何とぞご協力いただきますようお願いいたします。

以上

  平素より弊社の保険をご活用いただき、厚く御礼を申し上げます。

「住宅エコポイントの対象となる新築共同住宅の戸数等に関する調査」に対する回答のお願い

               JIO 事業者                　様

『住宅エコポイントの新築共同住宅戸数調査』

■お問合せ先

 株式会社 日本住宅保証検査機構  営業推進部
　　　　　　メールアドレス： jioecopo@jio-kensa.co.jp
                    ＦＡＸ： ０３－６８５９－４８１０


